
三条保育所、荻堀保育所民営化に係る経緯説明資料 

 

三条保育所 荻堀保育所 

期日 内容 期日 内容 

H18.9.16 移管先法人公募   

H18.10.15 
社会福祉法人どれみ福祉会 
設立準備会より申込み 

 
 

H19.7.17 三条市公立保育所民営化等実施計画改訂版（以下「改訂版」）の策定 

H19.8.7 

第１回三条保育所民営化に関する

説明会開催  
（参加者：保護者 23 名） 
【改訂版の説明について】 

H19.8.8 

第１回荻堀保育所民営化に関する

説明会  
（参加者：保護者 11 名） 
【改訂版の説明について】 

  H19.10.1 移管先法人公募 
  H19.10.31 社会福祉法人しただより申込み 

H19.11.28 
三条市外部委託等審査委員会開催 
（三条保育所、荻堀保育所民営化移管先法人の決定） 

H19.11.28 
（法人認可承認を条件に） 
社会福祉法人どれみ福祉会設立準

備会を移管先に決定 
H19.11.28 

社会福祉法人しただを移管先に決

定 

H19.12.17 民生常任委員協議会で、三条保育所、荻堀保育所民営化移管先法人を報告 

H19.12.25 

（移管先法人決定後）第１回三条

保育所民営化に関する説明会開催 
（参加者：保護者 7 名） 
【移管先法人の決定について】 

H19.12.26 

（移管先法人決定後）第１回荻堀

保育所民営化に関する説明会開催 
（参加者：保護者 6 名） 
【移管先法人の決定について】 

H20.1.21 
父母の会との打合せ 
（参加者：父母の会役員 9 名） 

H20.1.23 
父母の会との打合せ 
（参加者：父母の会役員 13 名） 

H20.2.4 
～2.12 

保護者要望・質問事項受付 
（意見 38 件、25 名） 

H20.2.4 
～2.12 

保護者要望・質問事項受付 
（意見 27 件、8 名） 

 

 

H20.3.2 

第２回荻堀保育所民営化に関する

説明会開催 
（参加者：保護者 36 名） 
【保護者からの要望・質問事項に

対する回答】 

H20.4.26 

第２回三条保育所民営化に関する

説明会（新入児保護者） 
（参加者：４名） 
【三条保育所民営化に向けたこれ

までの経過説明】 
保護者要望・質問事項に対する回

答配布 

H20.4.23 

第３回荻堀保育所民営化に関する

説明会開催（新入児保護者） 
（参加者：2 名） 
【荻堀保育所民営化に向けたこれ

までの経過説明】 

H20.5.1 
～5.8 

新入児保護者要望・質問事項受付 
（意見 3 件、3 名） 

H20.4.24 
～5.1 

新入児保護者要望・質問事項受付 
（意見 2 件、2 名） 
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H20.6.14 

第１回三条保育所民営化に関する

保護者代表者との話し合い 
（参加者：6 名） 
【民営化に向けた今後の進め方に

ついて】 

H20.6.4 

第１回荻堀保育所民営化に関する

保護者代表者との話し合い 
（参加者：13 名） 
【民営化に向けた今後の進め方に

ついて】 
H20.6.17 
～6.27 

保護者要望・質問事項受付 
（意見 7 件、5 名） 

H20.6.17 
～6.27 

保護者要望・質問事項受付 
（意見 9 件、7 名） 

H20.7.4 
 

第３回三条保育所民営化に関する

説明会開催 
（参加者：約 80 名） 
【民営化への同意について】 
三条保育所民営化に対する同意 

H20.7.5 
 

第４回荻堀保育所民営化に関する

説明会開催 
（参加者：37 名） 
【民営化への同意について】 
荻堀保育所民営化に対する同意 

H20.8.1 
社会福祉法人どれみ福祉会設立認

可申請書を県へ提出 
 

 

H20.8.28 
社会福祉法人どれみ福祉会設立認

可 
 

 

H20.9 
三条市保育所条例一部改正議案（以下「議案」）を三条市定例会９月議会に上程 
（公立保育所一覧より平成 21 年度から三条、荻堀保育所を削除） 

H20.9.17 経済文教常任委員会にて議案審議   

H20.9.19 

経済文教常任委員会の審議を踏ま

えて、団体の既存財産による法人

設立を優先させるため、議案から

三条保育所削除の部分について上

程を取下げ 

 

 

H20.9.25 
社会福祉法人どれみ福祉会設立認

可申請書取消申請 
 

 

 
 

H20.9.30 
三条市保育所条例一部改正議決議 
（H21.3.31 荻堀保育所廃止決定） 

H20.10.1 
社会福祉法人どれみ福祉会設立認

可取消 
 

 

H20.10.3 
社会福祉法人どれみ福祉会設立認

可申請書を県へ提出 
 

 

（以 下 予 定） 

H20.10.上旬 
社会福祉法人どれみ福祉会設立認

可 
 

 

H20.10.上旬 法人登記申請   

 

三条市保育所条例一部改正議案を

臨時会に上程 
（公立保育所一覧より平成 21 年

度から三条を削除） 

 

 

 



平成２２年度公立保育所民営化移管先法人

対象施設 法人の名称 代表者名 所在地 法人事業内容

1
三条市立
西四日町保育所

社会福祉法人恩賜財団済生会
済生会支部新潟県済生会

上村 朝輝
新潟市西区寺地
280番地７

総合病院
特別養護老人ホーム
デイサービスセンター
在宅介護支援センター

2
三条市立
あいあい保育所

社会福祉法人しただ 北澤 幹男
三条市庭月
630番地４

特別養護老人ホーム
軽費老人ホーム
在宅介護支援センター
（平成21年４月から荻堀
保育所を運営）
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資 料 ３ 

平成 23～26 年度三条市公立保育所民営化等年次計画（案）についてのパブリックコメントにおけるご意見と市の考え方 

 
 平成２０年９月１日（月）～９月１８日（木）まで実施しました「平成 23～26 年度三条市公立保育所民営化等年次計画（案）」につ

いてのパブリックコメントにおいて、４件（１人）のご意見をいただきましたので、市の考え方と併せて公表します。 
 
 パブリックコメントにおけるご意見 市 の 考 え 方  

１ 

統廃合・民営化に当たり、子どもの安全を確保し、子ど

もに無理・負担・苦痛を強いることのない形で進めてほし

いです。 
例えば、大規模保育所では、保育士さんの目が園児に行

き届かないことから離園等の事故が発生していると聞いた

ことがありますので、人員配置を手厚くする等の措置を講

じてほしいです。 

民営化に当たりましては、保育士が変わることによる児童の不

安・負担を軽減するために、当該施設の保育士と移管先法人の保育

士が合同で保育にあたる「引継保育」を実施いたします。 

実施期間、人数、時間等については、移管先法人や保護者の皆様

とご相談させていただきながら決定してまいります 

人員配置については、一定割合の経験者を配置すること及び厚生

労働省の定める配置基準を上回る配置をすることを移管先法人から

遵守してもらうこととしております。 

２ 
統廃合・民営化により家庭の経済的負担を増やすことに

ないようにしてほしいです。 

統廃合・民営化されても保育料は同額で、原則経済的な負担の増

加はございません。 

また、保護者会、父母の会などで保護者の同意が得られた場合を

除き、市が認める実費徴収金以外の負担を保護者に求めないことと

しております。 

 



 
 パブリックコメントにおけるご意見 市 の 考 え 方  

３ 

統廃合により保育所への送迎が困難になる家庭への対応

としてバスによる送迎を行うことが考えられますが、バス

の乗降時間や停留所については、入所児童の保護者と相談

の上決定してください。 

ご意見のとおり、統廃合に伴いバスによる送迎を行う際には、運

行ルート、乗降時間、停留所等について保護者の皆様と協議の上、

決定させていただきたいと考えております。 

４ 

民営化・統廃合についての保護者への説明会の際には、

もっと意見の言いやすい雰囲気づくりに配慮してほしいで

す。 
また、決定事項の報告でなく、保護者との相談というス

タンスで今後も説明会を開催してほしいです。 

 ご意見のとおり、民営化等の説明会の際には保護者の皆様がご意

見を言いやすい雰囲気づくりに努めるとともに、止むを得ず説明会

に参加できなかった方からもご意見をいただけるよう「意見箱」を

設置してご意見を募集するなど、多くの方からご意見をいただける

よう努めてまいります。 

 また、説明会では保護者の皆様から民営化や統廃合に対する意見

や要望、質問などをお聞きして、不安の解消に努めてまいります。

 



資　料　4

公立保育所民営化・統廃合による効果額（概算）

　　　　平成19年度決算ベース　（施設数及び児童数はH20.3.31現在）

●　児童数及び市負担金の比較（大島児童館を含む）

公立  私立  

1,914 人 1,256,763,070 円 1,053 人 337,435,979 円

●　一施設当たり及び児童一人当たり市負担額（大島児童館を含む）

別紙　平成19年度　保育所・保育園施設別決算額のとおり

●　統廃合による効果額

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 計

統廃合による
廃止施設

- - - 中浦保育所 - 名下保育所
裏館保育所
大島児童館

効果額（円） 0 0 0 27,921,988 0 27,672,552 92,789,338 148,383,878

●　民営化・統廃合による効果額（児童１人あたりの経費差額×児童数）

20年度 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 計

民営化実施施
設

嘉坪川保育所
三条保育所
荻堀保育所

西四日町保育所
あいあい保育所

飯田保育所
一ノ門保育所
川通保育所

田島保育所
荒沢保育所

-

効果額（円） 35,633,384 55,130,896 66,896,636 30,254,760 58,156,372 36,978,040 0 283,050,088

効果額合計 431,433,966 円



平成19年度　保育所・保育園施設別決算額

施設名
児童1人当た
り経費(円)

歳出合計①
(工事費等を除く)

歳入合計②
（特定財源）

差額①－②
（一般財源）

H20.3.31現在
入所児童数

(人)

公
　
　
　
立

田島保育所 865,818 98,386,695 36,913,605 61,473,090 71

裏館保育所 707,401 71,368,418 28,216,927 43,151,491 61

三条保育所 408,830 96,110,521 52,365,718 43,744,803 107

旭保育所 645,627 89,979,090 39,620,175 50,358,915 78

保内保育所 544,478 80,581,654 37,023,388 43,558,266 80

一ノ門保育所 778,095 124,846,671 52,483,795 72,362,876 93

嵐南保育所 698,972 98,610,249 38,498,665 60,111,584 86

嘉坪川保育所 620,301 112,027,353 46,275,440 65,751,913 106

鱈田保育所 586,434 126,689,373 51,625,798 75,063,575 128

須頃保育所 955,466 97,200,516 34,139,780 63,060,736 66

月岡保育所 641,144 99,358,416 39,732,008 59,626,408 93

塚野目保育所 479,444 93,974,955 42,195,035 51,779,920 108

西四日町保育所 662,597 89,546,763 41,839,775 47,706,988 72

福多保育所 497,864 100,609,056 43,354,695 57,254,361 115

大和保育所 836,411 52,181,243 17,888,390 34,292,853 41

あいあい保育所 517,769 121,399,762 55,643,125 65,756,637 127

川通保育所 625,017 82,436,587 32,435,217 50,001,370 80

荻堀保育所 650,636 70,112,344 33,026,107 37,086,237 57

飯田保育所 494,841 83,025,011 38,489,360 44,535,651 90

荒沢保育所 1,024,048 61,607,734 21,669,880 39,937,854 39

名下保育所 954,226 42,387,347 14,714,795 27,672,552 29

中浦保育所 1,861,466 37,745,765 9,823,777 27,921,988 15

千代が丘保育所 653,194 147,313,300 62,398,145 84,915,155 130

大島児童館 1,181,854 50,169,097 531,250 49,637,847 42

計 656,616 2,127,667,920 870,904,850 1,256,763,070 1,914

私
　
　
立

本成寺保育園 302,098 134,829,434 84,983,194 49,846,240 165

北陽保育園 270,877 128,459,421 85,389,981 43,069,440 159

つくし保育園 265,343 151,197,157 99,455,179 51,741,978 195

ふじの木保育園 234,954 147,797,908 99,397,317 48,400,591 206

第二つくし保育園 374,542 107,442,979 65,119,760 42,323,219 113

きらきら保育園 543,805 142,460,540 74,484,888 67,975,652 125

ひまわり保育園 378,654 93,215,860 59,137,001 34,078,859 90

計 320,452 905,403,299 567,967,320 337,435,979 1,053

公立保育所と私立保育園の児童１人あたりの経費差額 336,164 円
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